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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年９月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２７年４月２１日 ０３時３０分ごろ 

発生場所 東京都八丈町神
かみ

湊
なと

港南東方沖 

神湊港突堤灯台から真方位１３３°１,０００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°０７.０４′ 東経１３９°４９.８３′） 

事故調査の経過  平成２７年４月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。  

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三鏡
きょう

進
しん

丸、６９トン 

１２７３２３、宇都宮水産株式会社 

２９.４０ｍ×４.８８ｍ×２.１０ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５６６kＷ、昭和６０年７月１２日 

乗組員等に関する情報 船長 男性 ４０歳 

六級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成２４年９月２６日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２４年９月２６日 

免状有効期間満了日 平成２９年９月２５日 

漁労長 男性 ５１歳 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底キールに擦過傷、プロペラ翼に曲損及び割損 

 事故の経過  本船は、船長及び漁労長ほか６人が乗り組み、八丈島北西方沖でき

んめだい漁の操業を行った後、天候の悪化が予想されたため、神湊港

東方沖に移動して漂泊を開始した。 

 本船は、船長及び漁労長が交替で船橋当直につき、南寄りの風によ

り北北東方へ流されると漂泊開始場所に戻る操船を繰り返しながら漂

泊を続けていたが、平成２７年４月２１日０３時００分ごろ、船長か

ら船橋当直を交替した漁労長が、漂泊開始場所に戻る際、朝食の支度

のときに揺れが少なくなるようにしようと思い、それまでの漂泊場所

よりも南方の陸岸に近いところで船首を北方に向け、主機を中立運転

状態として漂泊を再開した。  

本船は、漁労長が、単独で船橋当直中、ＧＰＳプロッターで等深線
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約２０ｍを確認し、眠気を感じていなかったが、操舵室右舷側の椅子

に腰を掛けていたところ、居眠りに陥り、０３時３０分ごろ、神湊港

南東方沖の浅所に乗り揚げた。 

漁労長は、乗揚の衝撃で目を覚まし、主機を後進にかけて離礁しよ

うとしたものの、離礁できず、付近の漁業協同組合に救助の要請を行

い、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

船長は、船内への浸水及び船外へ燃料漏れがないことを確認した。 

本船は、満潮時を待って、漁船に引き出され、自力で神湊港に入港

してダイバーによる船底の確認が行われてプロペラに曲損を生じてい

ることが判明し、翌２２日、僚船によって静岡県下田市下田港にえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ プロペラ翼の損傷状況、写

真２ 船底キールに擦過傷 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 南南西、風速 約６.８m/s、視程 ２～３海

里（Ｍ） 

海象：うねり 波高約２ｍ、潮汐 上げ潮中央期、潮高 約９７cm

（神湊） 

八丈町では、４月２０日１１時３０分に発表された強風、波浪及び

濃霧注意報が、本事故時も継続中であった。 

 その他の事項 

 

 本船の喫水は、船首約１.０ｍ、船尾約２.１ｍであった。 

本船は、乗組員を休息させるため、夜間に漂泊するときは、船長及

び漁労長が船橋当直についていた。 

 船長は、漁労長に交替した後、操舵室船尾側の寝台で寝ていて、乗

揚の衝撃で目覚めた。 

 漁労長は、４月２０日０２時ごろ～１１時ごろまで操業を行った

後、神湊港東方沖まで本船を移動させ、１８時ごろから夜間の船橋当

直が始まるまで休息をせず、その後、船長と船橋当直を交替しなが

ら、約１時間半の睡眠を約２～３回とっていた。 

 漁労長は、神湊港東方沖で漂泊中、北北東へ２回流されていたこと

から、本事故時も同様に八丈島から離れる方向の北北東へ流されるも

のと予測し、安心して気が緩んだのではないかと思った。 

 漁労長は、本事故時、背もたれのない椅子に腰を掛け、右肘を右舷

ドアの窓枠に掛けて寄り掛かっていた。 

漁労長は、本事故時、レーダー２台及びＧＰＳプロッターを使用し

ていた。 

漁労長は、本事故時、探知した映像が一定の距離に接近したときに

警報を発するレーダーのガードリング機能を設定していなかった。 

 船長は、平成２６年９月から本船に乗船し、船長職をとっていた。 

 漁労長は、平成２４年２月から本船に乗船していたが、甲板部航海

当直部員の認証を受けていなかった。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、強風、波浪注意報が発表されている状況下、神湊港東南東

方沖で漂泊中、単独で船橋当直中の漁労長が居眠りに陥ったことか

ら、陸岸に向けて圧流されていることに気付かずに漂泊を続け、神湊

港南東方の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

 漁労長は、漂泊中に北北東へ２回圧流されており、本事故時も同様

に八丈島から離れる方向の北北東へ流されると予想し、気が緩み、ま

た、椅子に腰を掛けた姿勢で船橋当直を行っていたことから、居眠り

に陥ったものと考えられる。 

 漁労長は、２０日０２時から睡眠をとらずに夜間の船橋当直につい

ていたこと及び船長と交替して１時間半の睡眠を約２～３回とってい

た状態で夜間の船橋当直を行っていたことから、覚醒水準が低下し、

居眠りに陥ったものと考えられる。 

 本船の船舶所有会社は、漁労長が甲板部航海当直部員の認証を受け

ていなかったことから、漁労長に単独の船橋当直を行わせてはならな

かった。 

原因  本事故は、夜間、本船が、強風、波浪注意報が発表されている状況

下、神湊港東南東方沖で漂泊中、単独で船橋当直中の漁労長が居眠り

に陥ったため、陸岸に向けて圧流されていることに気付かずに漂泊を

続け、神湊港南東方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考

えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。  

 ・眠気を催した場合は、船橋当直の交替を行い、睡眠をとること。 

 ・漂泊する際には、船位を確認し、風潮流による圧流の影響に注意

すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八丈島 

東京都 

八丈町 

０３時００分ごろ漂泊

を再開した場所 

拡大図 

× 

事故発生場所 

（平成２７年４月２１日

０３時３０分ごろ発生） 

神湊港 １回目漂泊を

開始した場所 

２回目漂泊を

開始した場所 
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写真１ プロペラ翼の損傷状況 写真２ 船底キールに擦過傷 


